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情報公開・個人情報保護審査会第１部会開催記録 

 

１ 日時  令和６年１２月２０日（金）１３：１５～１６：４５ 

２ 場所  情報公開・個人情報保護審査会第３会議室 

３ 出席委員 合田悦三部会長，中村真由美委員，木村琢麿委員（Ｗｅｂ会議

システムによる出席） 

４ 議事の項目等 

（１）事件名：令和６年（行情）諮問第１３３８号「仮釈放等調査票等の一部

開示決定に関する件」 

諮問庁：法務大臣 

上記新規諮問事件につき審議 

 

（２）事件名：令和６年（行情）諮問第１３４６号「特定の番組契約に関して

行政文書ファイル等につづられた文書の一部開示決定に関する

件」 

諮問庁：防衛大臣 

上記新規諮問事件につき審議 

 

（３）事件名：令和６年（行情）諮問第１３５７号「「水陸両用作戦教範（試

行案）」の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

上記新規諮問事件につき審議 

 

（４）事件名：令和６年（行情）諮問第１３６０号「航空自衛隊登録報告一覧

表の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

上記新規諮問事件につき審議 

 

（５）事件名：令和６年（行情）諮問第１３６３号「「不感地域の集落ごとの

エリア化に関する計画」等の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：総務大臣 

上記新規諮問事件につき審議 
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（６）事件名：令和６年（行情）諮問第１３６５号「特定法人に対する報告徴

収の手続において入手した資料の不開示決定に関する件」 

諮問庁：消費者庁長官 

上記新規諮問事件につき審議 

 

（７）事件名：令和６年（行情）諮問第１３６８号「処分説明書（特定年）の

一部開示決定に関する件」 

諮問庁：法務大臣 

上記新規諮問事件につき審議 

 

（８）事件名：令和６年（行個）諮問第２０４号「本人に係る特定の苦情申立

書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：法務大臣 

上記新規諮問事件につき審議 

 

（９）事件名：令和６年（行個）諮問第１５９号「本人に係る特定の取調べ状

況報告書の不開示決定（適用除外）に関する件」 

 諮問庁：検事総長 

上記新規諮問事件につき審議 

 

（１０）事件名：令和６年（行個）諮問第６１号「本人が送付した特定日付受

領公益通報窓口宛て書面の開示決定に関する件（保有個人情

報の特定）」 

  諮問庁：法務大臣 

上記新規諮問事件につき審議 

 

（１１）事件名：令和６年（行個）諮問第８１号「特定期間に特定地方法務局

特定課が本人に対応したことが分かる文書等の不開示決定

（不存在）に関する件」 

諮問庁：法務大臣 

上記新規諮問事件につき審議 
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（１２）事件名：令和５年（行情）諮問第１０９５号「基礎情報隊が作成した

情報資料及び当該記事一覧の一部開示決定に関する件」 

令和５年（行情）諮問第１０９６号「基礎情報隊が作成した

情報資料及び当該記事一覧の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき，情報公開・個人情報保護審査

会設置法施行令２条１項に基づき併合の上，調査審

議 

 

（１３）事件名：令和６年（行情）諮問第４７９号「令和４年度日米共同統合

演習に係る広報ガイダンスについて（通達）の一部開示決定

に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

  上記諮問事件につき審議 

 

（１４）事件名：令和５年（行情）諮問第１０２４号「元首相国葬の参列者・

招待者一覧、選考基準及び決定経緯を示す文書の一部開示決

定に関する件」 

諮問庁：内閣総理大臣 

上記諮問事件につき調査審議 

 

（１５）事件名：令和６年（行情）諮問第２４２号「元首相国葬儀案内状送付

先名簿の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：内閣総理大臣 

  上記諮問事件につき調査審議 

 

（１６）事件名：令和６年（行情）諮問第１２６号「特定期間に係る「子ども

虐待による死亡事例等の検証調査票」等の一部開示決定に関

する件」 

諮問庁：こども家庭庁長官 

上記諮問事件につき調査審議 

 

 

 

 



4 

（１７）事件名：令和６年（行情）諮問第７２３号「特定団体に対する再発防

止処分請求に関する文書の不開示決定に関する件」 

諮問庁：公安審査委員会委員長 

上記諮問事件につき調査審議 

 

（１８）事件名：令和６年（行情）諮問第８１１号「特定書証の提供に関する

文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：法務大臣 

上記新規諮問事件につき審議 

 

 

〔文責：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局〕 


